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令和２年度 第２回雲仙市職員採用試験案内 
 

                     雲仙市総務部人事課 

 

雲仙市の職員採用試験を次のとおり行います。 

 

１．受 付 期 間          令和２年７月６日（月）～８月２１日（金） 

２. 第一次試験日  令和２年９月２０日（日）  

３. 試験職種及び受験資格 

試験区分 試験職種 職 務 内 容 採用予定数 受  験  資  格 

大学卒業 

程  度 

行  政 一般行政事務 若干名 
平成元年４月２日から平成１１年４月 

１日までに生まれた人 

建  築 

建築の専門的知

識を活かした業

務 
若干名 

平成元年４月２日から平成１１年４月 

１日までに生まれた人 

高校卒業 

程  度 
一般事務 一般行政事務 若干名 

平成１１年４月２日から平成１５年 

４月１日までに生まれた人 

資格免許職 保 健 師 

保健師の専門的

知識を活かした

業務 

若干名 

平成元年４月２日以降に生まれた人で

保健師の資格を有するまたは採用され

る日までに取得見込みの人 

社会人 

経験者 
社 会 人 一般行政事務 若干名 

昭和５９年４月２日から平成１１年 

４月１日までに生まれた人で、民間企業

等の職務経験年数が平成２５年７月１

日から令和２年６月３０日までの間に

通算して５年以上有する人【注１】 

※社会人試験の職務経験について【注１】 

 民間企業等における職務経験には、会社員、公務員、団体職員、自営業者等（アルバ

イト・パートタイムは除く。）として、週に３０時間以上の勤務を１年以上継続して就

業した期間が該当し、職務経験が複数の場合には通算することができます。ただし、同

一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方のみの職歴に限ります。 

 

※次の各号のいずれかに該当する人は受験できません。 

  （１）日本国籍を有しない人 

  （２）地方公務員法第１６条に該当する人 

○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく 

なるまでの人 

○本市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 
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○日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で 

破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した人 

※ 原則、採用後雲仙市内に居住できる人 

 

４. 試験の方法 

試 験 種 目 試  験  の  内  容 

第 

一 

次 

試 

験 

 

教養試験 

〇行政 

〇建築 

〇一般事務 

公務員として必要な一般的知識及び知能についての多肢選択式に

よる筆記試験 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識並びに文章理解、判断

・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題 

・行政、建築：大卒程度 ・一般事務：高卒程度 

専門試験 

〇行政 

〇建築 

〇保健師 

 試験職種に応じて必要な専門的知識、技術等の能力についての多

肢選択式による筆記試験 

行  政 
政治学、行政学、憲法、行政法、民法、経済学、財政

学、社会政策及び国際関係 

建  築 

数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、

建築構造、建築計画（都市計画、建築法規を含む。）

、建築設備及び建築施工 

保 健 師 
公衆衛生看護学、疫学、保健統計学及び保健医療福祉

行政論 

社会人基礎試験 

1.職務基礎力試験 

2.職務適応性検査 

〇社会人 

公務を遂行する上で必要な基礎的な知的能力と適応性を検証する

ための多肢選択式による筆記試験 

①社会的関心と理解について問う分野、言語的な能力を問う分野、

論理的な思考力を問う分野の３分野 

②社会人の職務・職場への適応性を性格傾向の面から検証する 

事務適性試験 

〇一般事務 

 事務職員としての適応性を正確さ、迅速さ等の作業能力の面から

みる試験 

職場適応性検査 

〇社会人経験者以

外の全職種 

公務員としての職業生活への適応性について、職務への対応や対

人関係面での性格特性をみる検査 

論文・作文試験 

〇全職種 

職務遂行に必要な思考力、判断力、構成力等についての論文又は

作文試験 

第

二

次

試

験 

グループワーク 

〇行政 

〇一般事務 

与えられた課題について、グループで作業等を行います。 

人 物 試 験 

〇全職種 
人柄等についての個別面接による試験 

身 体 検 査 

〇全職種 

胸部疾患の有無、その他職務遂行に必要な健康度の有無の検査（

市が指定する医療機関の健康診断書の提出を求め、身体検査にかえ

ます。） 



 - 3 - 

５. 試験の日時、場所及び発表 

試  験 日    時 場  所 発 表 

第 一 次 試 験 

令和２年９月２０日（日） 

 

【行政、建築】 

 ・入室開始 ９時 

 ・着席   ９時４０分 

 ・教養試験 １０時～１２時（２時間） 

 ・専門試験 １３時～１５時（２時間） 

 ・職場適応性検査 

  １５時２０分～１５時４０分（２０分） 

 ・論文試験 １６時～１７時（１時間） 

 

【一般事務】 

 ・入室開始 ９時 

 ・着席   ９時４０分 

 ・教養試験 １０時～１２時（２時間） 

 ・事務適性試験 

１３時～１３時１０分（１０分） 

・職場適応性検査 

１３時３０分～１３時５０分（２０分） 

・作文試験 

  １４時１０分～１５時１０分（１時間） 

 

【保健師】 

 ・入室開始 ９時 

 ・着席   ９時４０分 

・論文試験 １０時～１１時（１時間） 

・職場適応性検査 

  １１時２０分～１１時４０分（２０分） 

 ・専門試験 １３時～１４時３０分 

              （１時間３０分） 

  

【社会人】 

・入室開始 ９時 

・着  席 ９時４０分 

 ・職務基礎力試験 

  １０時～１１時３０分（１時間３０分） 

 ・職務適応性検査 

  １１時５０分～１２時１０分（２０分） 

 ・作文試験 １３時～１４時（１時間） 

 

雲仙市役所 

長崎県雲仙市 

吾妻町牛口名 

７１４番地 

 

 

令和２年１０

月下旬に文書

で合否を通知

します。 

 

 

第 二 次 試 験 第一次試験合格通知の際にお知らせします。 
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６. 受験手続及び受付期間 

受 付 期 間 

 令和２年７月６日（月）から令和２年８月２１日（金）の８時３０分から

１７時１５分まで。 

 但し、土曜、日曜、祝日は受付けません。 

 郵送の場合は、令和２年８月２１日（金）までの消印があるものに限り受

付けます。 

申 込 書 

請 求 先 

 申込書は、雲仙市役所総務部人事課又は各総合支所地域振興課で交付しま

す。申込書を郵便で請求する際は、封筒の表に「職員採用試験申込書請求（

希望する試験職種名）と朱書きし、１２０円分の切手を貼ったあて先明記の

返信用封筒（角形２号／３３ｃｍ×２４ｃｍ）を必ず同封して下さい。（郵便

での請求は日数に余裕をもって送付をお願いします。） 

申 込 方 法 

及 び 申 込 

上 の 注 意 

■提出書類 

 【行政、建築、一般事務、保健師】 

  ①令和２年度市町村等職員採用試験受験申込書 １部 

 【社会人】 

  ①令和２年度市町村等職員採用試験受験申込書 １部 

②令和２年度雲仙市職員採用試験（社会人）職務経歴書 １部  

※社会人の受験申込書記入の際は、試験区分欄にはチェックしないでくだ

さい。 

 

（ア）申込書に必要事項を記入し、雲仙市役所総務部人事課又は各総合支所

地域振興課へ提出のうえ、受験票を受け取って下さい。 

（イ）申込書を郵送される場合は、封筒の表に「試験申込」と朱書きし、簡易

書留にて雲仙市役所総務部人事課あてお送り下さい。なおその際、付属

の「郵便はがき」にあて先（申込者の氏名、送付先）を明記のうえ、６

３円切手を必ず貼って下さい。（申込期限後1週間以上経過しても受験

票が届かない場合は、雲仙市役所人事課へご連絡ください。）※持参さ

れる場合は、切手を貼る必要はありません。 

（ウ）申込の際は、必ず申込書に写真を貼って下さい。 

写真は申込前６ケ月以内に、帽子をかぶらないで正面から上半身を撮影

したもので、本人とはっきりわかるもの。 

（縦 ５．５cm、横 ４．５cm程度のもの） 

（エ）写真がない場合は、受付けできません。 

（オ）インクが消えるタイプのボールペンでの記入は禁止します。 

個 人 情 報 

の 取 扱 い 

 受験申込者及び第一次試験合格者から取得する個人情報は、雲仙市の職員

を採用するという目的を達成するために利用するものであり、職員採用に係

る業務に必要な範囲でしか利用しません。 

７．合格から採用まで 

（１）この試験の合格者は、職種ごとに採用候補者名簿に登載され、その中から雲仙市長によ

って採用者が決定されます。 

（２）合格者の数は、採用見込者数と辞退見込者数などを基礎として決定します。 

（３）受験資格がないことが判明した場合、合格を取消します。また、申込書記載事項が正し

くないことが判明した場合は、合格を取消すことがあります。 
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８．給 与 

  給与は、雲仙市一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給されます。 

 

９．試験結果の開示 

 ① 第一次試験の結果については、雲仙市個人情報保護条例第１３条の規定に基づき下記の

要領で開示を請求することができます。 

開示請求 

できる人 開示内容 開示期間 開示場所 

受験者本人 
順位、総合得点、

種目別得点 

合格発表の日から

３ケ月間 

雲仙市役所 

総務部人事課 

 ② 電話による開示請求は受付けられません。 

 ③ 開示を請求される場合は、受験者本人であることを証明する書類（運転免許証、日本国

旅券(パスポート)、学生証、各種健康保険の被保険者証等）を持参の上、平日（土日、祝

日、年末年始の閉庁日以外の日）の午前８時３０分から午後５時１５分までの間に直接開

示場所へお越しください。(代理人は認めません。) 

10.雲仙市役所では、節電及び軽装の励行期間中ですので、第一次試験の際にはできる限り上着

およびネクタイの着用を控え、クールビズでお越し下さい。 

 上着およびネクタイの着用は第一次試験の合否の判定に無関係であり、職員もクールビズ

で対応させていただきます。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、極力、マスクの着用をお願

いいたします。 
  

11.問い合わせ先 

この試験についてご不明な点は、雲仙市役所総務部人事課へお問い合わせ下さい。 

 

 

〒８５９－１１０７ 

長崎県雲仙市吾妻町牛口名７１４番地 

雲仙市役所総務部人事課（℡：０９５７-３８-３１１１） 

 

 

 


